




























































































































































































































































































































































































































































































   

                                                                                         ロ－(8)－g－1 

 

 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 (8) その他の主要な構造 ｇ． 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

(8) その他の主要な構造 

 

 

ｇ．使用済燃料貯蔵施設は，ロ(8)g.-①外部電源系統

からの電気の供給が停止した場合において，金属キ

ャスクの閉じ込め機能と除熱機能を監視する設備，

放射線監視設備及び通信連絡設備に使用することが

できる予備電源を設ける。 

なお，ロ(8)g.-②火災感知設備，誘導灯及び保安

灯は，「消防法」及び所轄消防署協議に基づく設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.2 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準

に関する規則（平成 25年 12月 18日施行）への適

合性 

 

1.2.19 予備電源 

適合のための設計方針 

使用済燃料貯蔵施設は，外部電源系統からの電気の供

給が停止した場合においても，基本的安全機能に直接影

響を及ぼすおそれはないが，基本的安全機能が維持され

ていることの監視を継続して行うために，金属キャスク

の閉じ込め機能と除熱機能を監視する設備及び放射線

監視設備を作動し得るのに十分な容量及び信頼性を有

した無停電電源装置を設ける設計とする。 

また，無停電電源装置は，万一の火災等の非常時にお

いても通信連絡設備を作動し得るのに十分な容量を有

するものとする。 

さらに，無停電電源装置の給電可能時間を超える外部

電源喪失が発生した場合のために電源車を有し，監視を

継続するために電源車から無停電電源装置に電気を供

給する設計とする。電源車に燃料を補給するために軽油

貯蔵タンクを設ける。 

なお，火災感知設備，誘導灯及び保安灯は，「消防法」

及び所轄消防署協議に基づく設計とする。 

 

 

 

8. その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設 

8.3 電気設備 

8.3.1 概要 

リサイクル燃料備蓄センターの電力は，東北電力ネ

ットワーク株式会社の 6.6kV回線から受電し，変圧器

により 420Ｖに降圧した後，使用済燃料貯蔵施設内の

各負荷へ給電する。外部電源喪失時には，無停電電源

装置から計測設備等へ給電する。 

無停電電源装置の給電可能時間を超える外部電源

喪失が発生した場合は，電源車から無停電電源装置に

電気を供給する。 

別添Ⅰ 

別添Ⅰ 1. 基本設計方針 

別添Ⅰ 1.2 個別項目 

 

 

1.2.7 電気設備 

(2) 基本設計方針 

＜中略＞ 

ロ(8)g.-①無停電電源装置は金属キャスクの閉じ込め

機能と除熱機能を監視する設備，放射線監視設備及び通信

連絡設備に給電する設計とし，外部電源喪失時にも各設備

が作動し得るのに十分な容量を有する設計とする。 

ロ(8)g.-①電源車は無停電電源装置の給電可能時間を

超える外部電源喪失が発生した場合に，420V常用母線を介

して無停電電源装置に給電することにより，金属キャスク

の閉じ込め機能と除熱機能を監視する設備，放射線監視設

備及び通信連絡設備に約 72 時間の給電を可能とする。無

停電電源装置の給電可能時間を超える外部電源喪失が発

生した場合，電源車から無停電電源装置に給電することを

保安規定に定める。 

また，電源車は，津波襲来後の活動拠点となる予備緊急

時対策所に給電できる設計とする。 

＜中略＞ 

ロ(8)g.-①外部電源喪失時に，電源車に燃料を補給する

ために，敷地南側高台に地下式の軽油貯蔵タンクを設け

る。軽油貯蔵タンクは，消防法に基づく設計とする。 

また，軽油貯蔵タンク（地下式）は，津波襲来後の活動

に必要な設備の燃料を貯蔵できる設計とする。 

＜中略＞ 

ロ(8)g.-②共用無停電電源装置は，外部電源喪失後，8時

間は使用済燃料貯蔵建屋内の保安灯に給電する設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)g.-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)g.-

①を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)g.-②

は，事業変更許可申請

書（本文）のロ(8)g.-

②を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

添付書類 1－1 

 





























































































































































































































































































































































































































































































































16 7－4－4 

 

第4－7図 貯蔵施設周辺の危険物貯蔵施設の位置と発火点位置 

 

 

2.6.2 高圧ガス類貯蔵施設の爆発 

(1) 評価方針 

近隣の高圧ガス類貯蔵施設の爆発の評価については，第4－8図に示す至近の貯蔵施

設における爆発を想定した場合の危険限界距離を算出し，その距離を上回る離隔距離

が確保されていることを確認する。 

(2) 評価条件 

a. 評価対象とする施設については，貯蔵施設から南北10km，東西10kmの範囲におけ

る最大貯蔵量となる高圧ガス類貯蔵施設が，貯蔵施設から最も近い位置に存在する

ものと仮定し，これがガス爆発を起こした場合を想定して評価を行う。 

b. 離隔距離は，評価上厳しくなるよう，高圧ガス類貯蔵施設の位置から貯蔵施設ま

での直線距離とする。 

c. 爆発形態として，高圧ガスの漏えい後，引火によりガス爆発が発生したと仮定す

る。 

d. 気象条件は無風状態とする。 

貯蔵物：第三石油類（重油） 
貯蔵量：27㎘ 

（貯蔵施設から最も近い） 

貯蔵物：第二石油類（灯油） 

貯蔵量：924㎘ 

（貯蔵量が最も多い） 

発火点（想定） 
貯蔵物：第二石油類（灯油） 
貯蔵量：924㎘ 

貯蔵施設からの距離：1㎞ 



 

17E 7－4－4 

(3) 計算方法 

a. 記号の説明 

算出に用いる記号とその単位，定義について以下に示す。また，計算方法はガイ

ドを参照とする。 

記号 単位 定義 

M t 高圧ガス貯蔵量 

λ m･kg-1/3 換算距離：14.4(m・kg-1/3) 

K － 石油類の定数 

W － 設備定数 

X m 危険限界距離 

 

b. 貯蔵施設のW値の算出 

貯蔵施設のW値はガイドに基づき以下の式より算出する 

W=√M 
 

c. 危険限界距離の算出 

危険限界距離(X)については，ガイドに基づき以下の式より算出する。 

              X=0.04×λ×√K×W
3

 

 

 

 

第4－8図 貯蔵施設周辺の高圧ガス類貯蔵施設の位置と発火点位置 

 

貯蔵物：液化石油ガス 
貯蔵量：400kg 

（貯蔵施設から最も近い） 

貯蔵物：液化石油ガス 
貯蔵量：22658kg 

（貯蔵量が最も多い） 

発火点（想定） 
貯蔵物：液化石油ガス 
貯蔵量：22658kg 

貯蔵施設からの距離：3㎞ 
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18－2－4－4 「軽油貯蔵タンク（地下式）の構造図」の補足 

 

 

 

 

設工認本文記載の公称値の許容範囲 

 

[軽油貯蔵タンク（地下式）] 

主要寸法 

（mm） 

許容範囲 

（mm） 
根  拠 

全 長 3412 ± 8   ＪＩＳ Ｂ ０４０５による公差 

胴 内 径 1300 
＋ 2   

－ 1   

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基

準 

胴 板 厚 さ 9 

＋ 0.55 

 

－ 1.7  

【プラス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３１９３による公差 

【マイナス側公差】 

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基

準 

注：主要寸法は，設工認本文記載の公称値
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